
第３回 議員定数等検討小委員会会議次第

日時：平成１５年４月２５日 午前１０時～

場所：すこやかセンター伊野 大会議室

１ 開 会

２ 委員長あいさつ

３ 議 題

第１号議案 新町の議会議員の定数及び任期について

第２号議案 選挙区の設定について

４ その他

今後の協議スケジュールについて

５ 閉 会



○合併特例法の選択肢について

伊野町 人

吾北村 人

本川村 人 （各選挙区の定数の考え方）

定数２６人の場合の例

伊野町 人 ２２人

吾北村 人 ３人

本川村 人 １人

２６人以下 定数条例改正まで続く

伊野町 人

吾北村 人

本川村 人

定数５２人の場合の例

伊野町 人 ４５人

吾北村 人 ６人

本川村 人 １人

５２人以下 次の一般選挙まで

期間は　　年　　月 在任特例を選択した場合の住民への説明理由

５２人以下で
人口に比例し
ない定数

次の一般選挙まで

次の一般選挙まで

５２人以下
で人口に比
例した定数

選挙区の
設置をす
る場合

定　数

４１人

合併特例
を選択し
ない場合

定数特例
を選択す
る場合

設置選挙
はしない

特例期間
は２年以
内

在任特例
を選択す
る場合

任期は４
年

新　町

人口に比例しない定数を選択した場合
の住民への説明理由

選挙区の
設置をす
る場合

任期は４
年

２６人以下で
人口に比例し
ない定数

２６人以下
で人口に比
例した定数

定　数

　　　人

１０月１
日から５
０日以内
に選挙

１０月１
日から５
０日以内
に選挙

定　数

　　　人



  

  

Ｑ：議員を選ぶにはどうしたらえいが？

Ｑ：合併特例法を使わない選挙ってどんなが？

Ｑ：議員定数等の取扱いのまとめ

Ｑ：:議員定数はどうなるが？

Ｑ：定数特例・在任特例言うたらどんなが？

Ｑ：選挙区を設けるとか設けんとかはなんなが？

Ｑ：設置選挙の次の選挙はどうなるが？

Ｑ：定数特例の選挙で決める方法ってどんなが？

Ｑ：在任特例を適用する方法ってどんなが？

Ｑ：在任期間が過ぎたらどうなるが？

Ｑ：選挙区を設けた場合の定数はどうなるが？Ｑ：「特例法」ち、そりゃなんぜよ？

ちょっと教えて！！
～お茶の間Q&A（その３）～

毎年４月
に、吾北
村で「陣ヶ
森を歩こう
家族の集
い」いうが
がありゆう
がやと。

陣ヶ森いう
たら“あせ
びの花”が
こじゃんと
きれいな
がよぉ！

知っちゅうかね。“あせび”
は“馬酔木”いうて書いて
ね、葉っぱに毒を持っちょっ
てねぇ、馬が食べたら酔うき
“馬酔木”と書く言う節もあら
あね。けんどスズランの花
に似いちょってげに可愛らし
い花やがねぇ。
ほんでね、吾北村の花なが
で！

まっこと、そう言やあ､
それぞれに町の花や
ら村の花やらがあらあ
のう。
新しい町になったら、
そんながはどげにする
がじゃろう？

やっぱり、ひっとつ
の町としての花やら
木やら鳥やらを決め
ないかんがですか
ねえ？

けんど、その
地域地域の
想いがあって
決めちゅうが
やけねえ。

どんなにするか今から考えよって、新しい
町で住民からいっぱい意見を出しおうて決
めてもえいがじゃないかえ？ぼくらあも新し
い町に夢があるきよ！ぼくらあの声も聞い
てもらいたいと思うがって。
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特例法とは、市町村の合併の特例
に関する法律（合併特例法）をいっ
ており、合併の障害となる事項を除
去し、自主的な市町村合併を推進
するため、様々な特例が定められ
ています。

合併特例法には、主なものとして「議員の定
数・在任に関する特例」や「財政的な特例」
「地域審議会の設置」「農業委員会の委員の
任期等の特例」などがあります。

新しい「まち」になった
ら議会の議員さんの
定数らあはどうなるが
やおねえ？

伊野町、吾北村及び本川村が合併した
場合の議会議員の定数は、法定定数は
２６人以内となっています。しかし、合併
特例法により定数や在任の特例が別に
定められています。

へぇそうなが～
ほいたら、その定数やら
在任の特例いうたらどん
なが？

まず、定数の特例というのは、新町において行われる、
最初の議会議員設置選挙の際に、法定定数（26人以
内）の２倍（56人以内）を超えない範囲まで定数を増す
ことが出来るものです。

在任の特例というのは、伊野町、吾北村及び本川村の
現在の議員が全員、合併後２年を超えない期間に限り、
合併後の新町での議員でいることが出来るものです。

市町村の議会の議員の定数は
地方自治法により、次の通りと
なっています。
　人口２万以上の町村２６人以内
　
＊議員の定数は、条例で特にこ
　 れを減少することができる。

「特例法」ち、そりゃあ
なんぜよ？

じゃったら、どんな特例
があるがぜよ？
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新しい「まち」になっ
たら、議員さんを選
ぶにはどうしたらえ
いが？

なんやようわから
んがやけんど！

１つめの合併特例法の
特例をつかわんずつ選
挙で決める方法いうた
らどんなが？

これは、通常の一般選挙のことで、地方
自治法で定められた定数（２６人以内）を
超えない範囲内において新町の条例で
定めた定数で選挙して決める方法です。

　選挙区は、公職選挙法第
15条第6項の規定により、市
町村は、特に必要があると
きは、その議会の議員選挙
につき、条例で選挙区を設
けることが出来るとなってい
ます。

ほいたら、選挙区を設けるとか設
けんとかいうがはなんながよ？

○選挙区を設けない場合は、新町を全域として条例定数（２６人以
　 内）で選挙を行うことです。
○選挙区を設ける場合は、条例で合併前の伊野町、吾北村及び本川村ご
　 とに選挙区及び選挙区ごとの議員定数を定め、これに基づき選挙を行う
　 ことです。

新しい町の議員を選ぶ方法には、次の３つ方法があります。
　①合併特例法による特例を適用しないで、選挙で決める方法
　　 この方法には次の２つの選択肢があります。
　     ・選挙区を設けないで選挙する方法
　　　 ・選挙区を設けて選挙する方法
　②合併特例法による定数に関する特例を適用して、選挙で決める方法
 　　この方法にも次の２つの選択肢があります。
　　　 ・選挙区を設けないで選挙する方法
　　　 ・選挙区を設けて選挙する方法
　③合併特例法による在任に関する特例を適用する方法

　一般選挙
・選挙の期日：設置の日から５０
　日以内
・任期：設置選挙の日から４年
　間
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ほんなら、選挙区を設
けた場合それぞれの定
数は、どんなにして決
めるがですか？ 選挙区を設ける場合、公職選挙法第１５条

第８項に各選挙区の議員の数は、人口に
比例して条例で定めるよう規定されていま
す。そうすると、定数を２６人とした場合の
それぞれの数は
　　　　伊野町は２２人
　　　　吾北村は　３人
　　　　本川村は　１人
となりますが、特別の事情があるときは、
おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を
考慮して定めることができるとなっていま
す。

特別の事情というのは、市町村合併等のことです。
その様な場合、公職選挙法施行令によって、新町において最初に行
われる一般選挙（設置選挙）においてのみ、選挙区の定数は人口に比
例しないで定めることができるとなっています。

その特別の事情いうがはどう
いうことながですか？
ほんで、そんな場合どんなに
選挙区の定数を決めるがで
すかねえ？

 公職選挙法施行令第９条
市町村の配置分合又は境界
変更があった場合において
は、関係区域を区域とする選
挙区又は関係区域を編入し
た選挙区において選挙すべ
き当該市町村の議会の定数
は、人口に比例しないで定め
ることが出来る。

ほんなら、次の選挙はど
うなるがぜよ？

合併直後実施される設置選挙（任期４年）の
次（２回目）の選挙からは
　・選挙区を設ける場合
　  選挙区ごとの議員の定数は、人口に比
    例して条例で定めることになります。
　※２回目の選挙からは、人口に比例しな
     いで定数を決めることは出来ません。

　公職選挙法
第１５条　８項
各選挙区において選挙すべ
き地方公共団体の議員の数
は、人口に比例して、条例で
定めなければならない。ただ
し、特別の事情があるとき
は、おおむね人口を基準と
し、地域間の均衡を考慮して
定めることが出来る。
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２つめの合併特例法による
定数に関する特例を適用し
て、選挙で決める方法いうた
らどんなが？

これは、合併関係町村の協議により、議員
定数（２６人以内）の２倍を超えない範囲内
において新町の条例で定めた定数で選挙
して決める方法です。
　この方法は、第１回目の一般選挙（設置
選挙）のみの適用です。（第２回目からは法
定定数（２６人以内）となります。
　ほかは、合併特例法を適用しないで選挙
する方法と同じです。

　ということは、選挙区なんかの
ことも同じようにするがですよね
え！

そうです
　　・選挙区を設ける方法
　　・選挙区を設けない方法
があり
　選挙区を設けた場合
　　・人口に比例する方法
　　・人口に比例しない方法
　　　（設置選挙のみ適用）
など選択肢がいろいろあります。

ほいたら、３つめの合併特例
法による在任に関する特例
を適用してする方法ってどん
ながでエ？

この方法は、３町村の協議により、合併
後２年を超えない範囲に限り、３町村の
議員であった者は引き続き新町の議会
の議員として在任できるものです。
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ほんなら、選挙は
せんがかえ？

この在任特例を適用した場合は、選挙
せずに合併期日において３町村の議員
であった者は、引き続き合併後の新町
の議員として在任できることから、設置
選挙はしないことになります。

みょうにわかったような…
ほんなら、在任期間が過ぎたら
どうなるがで？

在任期間が過ぎた場合、いわゆる
任期満了になった場合には、通常
の一般選挙によって新たな議会議
員を選ぶことになります。

選挙をするがじゃったら、選
挙区とやらはどどげになるが
ぜよ？

在任特例での任期満了による選挙
は、通常の一般選挙で行う方法と同じ
です。
ですから、選挙区を設ける場合は選挙
区ごとに人口に比例した定数を条例で
定め選挙を行うことになります。

合併前の各町村の議員数（平成15年4
月1日現在）
　　　　　伊野町：20人
　　　　　吾北村：11人
　　　　　本川村：10人
　　　　　　　計　 ４１人
　新町の議員定定数は４１人となりま
す。
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新　町

選挙区の
設置をす
る場合

任期は４年

定　数
２６人以
内

１０月１日
から５０日
以内に選挙

１０月１日
から５０日
以内に選挙 定　数

５２人以
内

合併特例
を選択し
ない場合

定数特例
を選択す
る場合

設置選挙は
しない

特例期間は
２年以内

在任特例
を選択す
る場合

任期は４年

議員定数等の取扱いのまとめ

合併２年以内後の
扱い

合併時の議員の定数・任期の扱い

合併時の議員の定数・任期の扱い

２６人以
内で人口
に比例し
ない定数

２６人以
内で人口
に比例し
た定数

選挙区の
設置をす
る場合

旧町村ご
とに定数
を設定

選挙区の
設置をす
る場合

定　数

４１人

５２人以
内で人口
に比例し
ない定数

５２人以
内で人口
に比例し
た定数

選挙区を
設置しな
い場合

２６人以
内の定数

選挙区を
設置しな
い場合

選挙区を
設置しな
い場合

５２人以
内の定数

旧町村ご
とに定数
を設定

旧町村ご
とに定数
を設定

２６人以
内の定数

旧町村ご
とに定数
を設定

旧町村ご
とに定数
を設定

選挙区の
設置をす
る場合

選挙区を
設置しな
い場合

２６人以
内で人口
に比例し
た定数

選挙区を
設置しな
い場合

２６人以
内で人口
に比例し
た定数

２６人以
内の定数

合併４年後の扱い

選挙区の
設置をす
る場合

５２人以
内の定数

５２人以
内で人口
に比例し
た定数

　H115.4.1現在各町
村
　　　議員数
　　伊野町：20人
　　吾北村：11人
　　本川村：10人
　　　 計　　４１人

 一般選挙 　一般選挙

　選挙は実施しない 　一般選挙
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